
第 2回寒河江市中学校部活動改革検討委員会 議事録 
 

日時 令和５年７月６日（木）午後３時から午後４時３０分 

場所 寒河江市立図書館 ２階 会議室 

 

（事務局）こんにちは。会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。会に

先立ちまして、配布資料の確認です。第１回の会議の内容はホームページにすでに公開し

ております。今回の会議内容も録音させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは定刻となりましたので、只今より、第 2回寒河江市中学校部活動改革検討委

員会を開催いたします。はじめに、寒河江市教育委員会、佐藤志津男教育長がご挨拶申し

上げます。 

 

（教育長）皆さん改めまして、こんにちは。本日は第 2回の寒河江市中学校部活動改革検

討委員会となります。お忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。

前回 5月 31日に第１回の会議を開催しまして、これまでの部活動改革に関する取組み状

況や、現状についてご説明をし、これからの部活動改革を進めていく上で、どういう手立

てが必要かとか、どんな周知の方法が必要かということについて、委員の皆様からご意見

を伺いました。本日は寒河江市の部活動改革ガイドラインについて、それから児童生徒や

保護者のアンケートの内容について、部活動改革の市民の皆様や保護者の皆様への周知の

方法等についてご意見をいただければと思います。また、中学校の方でも校長先生方が、

部活動改革をどのように進めていけばよいかということを検討してくださっていますの

で、その内容や、今後の中体連の方向性等についても情報を提供していただく予定として

おります。委員の皆様方におかれましては、それぞれの立場からご意見を出していただく

とともに、関係団体等に関しての情報等あれば教えていただければと思います。 

さて、中学校の西村山地区の総合体育大会が 6月 4日の陸上競技、17・18日に各種競技

ということで開催されました。ちょうどさくらんぼウォークとさくらんぼマラソンと重な

ってましたので、全競技を見ることはできませんでしたが、陸上・バスケットボール・バ

レー・野球・ソフトボール・卓球・剣道の大会の様子を回って見てきました。新型コロナ

に対しての制限等もなく、子どもたちが一生懸命にプレーをする姿を見ることができまし

た。ただ、競技によっては、子どもたちの数が少なくなっていて、以前よりも参加チーム

が少なくなっています。私もずっと、剣道部の顧問をしていましたけれども、今年の女子

の大会は３チームでの戦いということになってしまっています。また、今回、春の大会は

出られたけれども、秋の新人戦には学校単独では部員の数の問題で出られないということ

で、学校によっては、他の学校との合同チームで出場を予定しているという競技もありま

した。そういった面でも厳しい状況であります。 

また昨日のニュースでは、７年前に富山県の 40代の中学校教諭が部活動などの長時間

労働で過労死したことをめぐって、遺族が損害賠償を求めていた裁判で、約 8300万円の

支払いを命じる判決が富山地裁で出されました。部活動のガイドラインも作られ、また教

職員の働き方改革も進められている中で、教員の時間外勤務時間も前から比べれば短くな

ってきたとはいえ、まだまだ負担は大きいものがあると思います。この部活動改革につき

ましては、生徒の皆さん、保護者の方々、関係する諸団体、そして教職員にとっても、よ

りよい部活動の在り方、そして休日の活動のあり方が見つけられ、実施されますように、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局）次第に沿って進めます。３の協議です。座長を教育長お願いいたします。 

 

（教育長）それでは座長を務めさせていただきます。次第に沿って進めてまいります。



（１）寒河江市における部活動改革のガイドラインについて、事務局からお願いします。 

 

（事務局）最初に資料１を御覧ください。前回説明させていただいた山形県における部活

動改革のガイドラインを元にした寒河江市における部活動改革のガイドラインの案です。

概要について説明させていただきます。まず、このガイドラインは部活動改革における市

教委、学校、関係団体の役割とその内容を示したものです。では目次のページをご覧くだ

さい。この中には１．寒河江市における部活動改革に係る基本的な考え方、２．学校にお

ける部活動の体制整備、３．地域クラブへの環境整備について、４．新たに受け皿となる

地域クラブについて、５．大会の在り方についてという構成になっています。特に４で地

域のクラブ像について触れています。指導者、指導者の質、会費、保険加入についてもあ

ります。このガイドラインは部活動改革を進める上でとても重要なものとなっています。

ですので、本日は、この視点を、もっと取り入れた方が良いとか、ここはこう変えたほう

が良いとか等のご意見を頂戴したいと思います。 

今後の計画としましては、今回と第 3回の委員会で検討し、12月の第 4回の検討委員会

で最終案を示し、大きな変更がなければ 2月の第 5回において承認というふうな形で考え

ております。本日は様々ご意見頂けたら大変ありがたいです。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（教育長）それでは今説明がありましたように、県のガイドラインに基づいて、寒河江市

でもガイドラインを作成して、学校だけでなくて、いわゆる受け皿として活動してくださ

る競技団体や文化団体等についてもぜひご覧いただいてというものになると思います。今

日で決めるということではございませんので、感じていらっしゃることをご意見等いただ

ければと思います。赤字で寒河江市としてはこんなふうに考えているということを示して

います。原案の原案ですので、もっとこうしたい、こういうことを入れないとダメじゃな

いかということなども、どんどん出していただけるとありがたいと思います。ページ数も

20ページ近くあります。１から 5の項目がありますので、項目ごとに、ご意見をお伺いし

たいと思います。じゃあ、目次のページ見ていただきまして、２ページになりますが、寒

河江市における部活動改革に係る基本的な考え方です。部活動の位置づけについては、学

習指導要領等の位置づけですので、これはこのままかなと思いますが、2の部活動改革の

目標について、ここについては前回の会議で、寒河江市としてはこういうことを目指して

いる、去年のこの検討委員会での議論を踏まえて、現在ではこういう風に考えてるという

ことをご説明いたしましたが、いかがでしょうか。寒河江市の目標や、大まかなスケジュ

ールといいますか、そういったことも載せてあります。ご意見ご質問があれば、出してい

ただければと思います。 

 

（委員）異議はないんじゃないでしょうか。 

 

（委員）どこで発言すればいい項目になるのかなんですけども、議題の（５）と関わって

くるのかなというところなので、今言うべきなのか、悩んでおります。 

 

（教育長）（５）は、部活動の実施時間を段階的に減らすというところですね。ここに関

わるので、今お話しいただいてもよろしいかと思います。 

 

（委員）市の方針として令和８年度から、学校の部活動は平日のみとし、休日の部活動は

なくすという過程で、そこに向けて進んでいくということですが、３つの中学校の校長同

士で話し合って、それまでずっと休日の活動があって、令和８年には、令和７年度の新チ

ーム体制からは、急に休日の活動が無くなるというのは、あまりにも急すぎるのではない

か。県の方針などでも段階的に進めていくというのが示されています。その段階的な進め



方ということを考えたとき、休日の部活動のあり方もこれから令和８年に向けて段階的に

減らして行く必要があるのではないかと考えました。そこで、大きな中学生の区切りとし

ては、6月の地区総体が終わってから新チーム体制に入る。当然、県大会、東北大会、全

国大会行くと、参加した子どもたちはそこまで延びるわけですが、次の新チーム体制から

翌年の 6月地区総体までが１つの大きなスパンとなります。子ども達にとっては、令和８

年度に向けては、大きく二つの時期がこれから来ます。資料 6をご覧いただければ分かり

やすいと思います。令和 5年度の４月から 6月っていうところがもうすでに終わっている

時期になります。この令和 5年 7月から令和 6年 6月までが１つのスパン。その後の令和

6年 7月から令和 7年 6月までが大きな 2つ目のスパンになるわけです。この大きな流れ

のところを段階的に減らして行き、令和８年度、完全に休日の活動をなくした方がスムー

ズなのではないかと考えたところです。まず休日の部活動は、今、毎週、土日のいずれか

は活動していいことになっているのですが、土日連続で休みの週を月に一度以上設けるこ

とです。そして、来年の新チーム体制からは月に 2回以上、土日は活動しない週を設けま

す。そして、令和７年度の新チーム体制からは、完全に土日の活動はなくなるというよう

に、段階的にすすめていくことが望ましいのではないかと考えました。 

それに合わせて強化期間というものがあります。今、大会前、地区総体と新人戦の 3週

間前から強化期間を設けて活動しているのですが、その強化期間になると、現在は土日の

活動は連続で土日両方やっても良いというルールもあります。その代わり、オフシーズン

とか、別のところで、その分の休みを作るというルールにしているのですが、この強化期

間という考え方も少し変えて、まず最初の第 1期の時には、土日いずれかを休養日という

のは、強化期間であっても設けたい。活動しているのは、土日のいずれかだけにするのが

望ましいです。それ以外、平日の活動について、今は、月・木を部活動をしない日にし

て、強化期間だけは木曜日は部活をやっても良いとしていますが、この木曜日の活動だけ

は認めています。それで、第 2期に入ると、この土日の活動をいずれか片方にするのと同

時に、普段と同じように木曜日の活動も無しにしていくべきではないか。そしてもう一つ

新たに加えたい考え方は、この部活動改革の方針は、大きく二つあると思っています。一

つは、子どもたちの部活動への加入状況が変わってきて、単独チームで編成できなくなっ

ているという背景があること、もう一つは、教員の時間外勤務が非常に多くなって、これ

を改善するために部活動を切り離すというものが出ているわけです。そう考えると、強化

期間で普段よりも長く活動する、遅くまで学校に居るという考え方を改める必要があるの

ではないかと考えました。そこで子どもたちの活動の時間は確保しながらも、この強化期

間を後ろに時間を伸ばすのではなく、普段と同じ時間に終わるけれども、その分、例え

ば、その強化期間で授業 5時間の日を年間で計画するなど、いろんな形でやってはどうか

と考えたところです。このように段階的に令和８年度に向けて、部活動の中学校での取り

組み方を変えていきながら、令和８年度、休日の部活動を完全になくし、平日は平日の学

校教育活動の範囲内での活動に変えていくという方針を出すべきではないかと考えたとこ

ろです。これも併せて市の方針としてやっていってはどうかと提案させていただきます。 

 

（教育長）ありがとうございます。 

 

（委員）今の時期に関してですけども、スポーツ庁は令和８年までという期限を撤廃して

ます。私はこの提案を受けて、寒河江市として、こういうふうにやっていくんだろうと捉

えてきたわけです。今の問題を論ずるのに、現状が進んでいない状況で、そういう期限を

決めていいのかと疑問がありました。その前に、もっと検討すべきことがたくさんあるの

ではないか。そういうものを積み重ねていって、将来的にやっぱりこれは問題だから、こ

うやろうということが出てくればいいんですけども、将来の令和 8年のことを議論して

も、実態がどうなるかが分かってない。私たちは実際に、令和６・７年あたりですね。今

日の資料を頂いて読ませていただいた中で、問題は三つあると思っています。１つはコー



ディネーターの配置と運営主体ですね。コーディネーターを外に置くのか、中に置くの

か。外というと教育系の中とかですね。外でまた別に新たに作るのかですね。それと、も

う１つは指導者の問題です。指導者の確保という問題が一番重要だと思っています。学校

側としても、指導資格がない人では、安心して預けられないわけで、その指導者の確保を

していくことが一番検討すべき問題であって、そして、その中で運営主体はどこにあっ

て、その上に立つコーディネーターをどういう人を選ぶのか、中なのか外なのか、教育委

員会の中でコーディネーターを選ぶのか、それとも外部に置くのか、それを含めた検討が

一番先かなと思ってこの資料を見させていただいています。 

 

（教育長）ありがとうございます。校長先生からの提案に関わっては、今日のこのガイド

ラインの２ページの一番下の表で示しております。今、委員から、国の方では令和 8年度

から休日の部活動をなくすということで、最初は出したんですけども、なかなか地域によ

っては進んでいないところがあるということで絶対令和 8年度から行うという枠を外した

わけですね。ただ、できる限り速やかに、というふうなことはあるわけです。昨年度もこ

の検討委員会ならびに、中学校の校長先生方にも 10回ぐらい集まっていただきました。

そこで確認したのは、できるところからなるべく早くといってもなかなか進まないという

ことがあって、ともかく、令和８年度には休日の活動については外部で子どもたちが選択

してできるような体制を作っていこうという基本線は話し合われました。その結果とし

て、さっきも校長先生からあったように、いきなり令和 8年 4月からというと、急なの

で、一つの部活動の流れとしては新人戦から総体まであるので、令和 7年の新人戦の頃に

は休日は外部でできるようなことを目指そうということで進んできたわけです。 

それに対して具体的なその段階として、こういうような形で校長先生方から提案されま

したので、それについてもぜひ委員の皆様方からもご意見を出していただければと思いま

す。 

 

（委員）関連して、この提案がもし市の方針として認められるならば、このガイドライン

の、３番部活動改革の方針の中にこういう段階的に進めるのだということも盛り込むべき

ではないかなということで、今この場でこの案を出させていただいたというところです。

もしくはここに入れるのか、大きなローマ数字２番の学校体制整備の内容になるかいずれ

かにこの段階的な移行を方針として組み込むべきではないかなという思いから発言させて

いただきます。 

 

（教育長）ありがとうございます。いろんな人が見て、こういう風に進んでいくというこ

とがわかりやすいようになっていると思います。皆様いかがでしょうか。 

 

（委員）どういう風に話をすればいいのか。この部活改革も令和 8年からという期限を

我々承知をして去年から検討会議をしてきたわけです。去年、私、何回かいったと思いま

すが、保護者の考え方とか児童生徒たちが、どう要望してるかとか、学校現場では、受け

皿をする地域の現状とかはどうなのか。もっと、もっと検討することもいっぱいあるとい

う気がしています。決して急ぐことはないと言うことを今まで言ってきた覚えがありま

す。いずれ社会教育活動に移行して行くとすれば、疑問な点をどんどんみんなで出し合う

といいと思います。芸術文化活動はまた、運動部と違う側面があると思っています。公民

館活動、社会教育活動、ボランティアでやってるグループとか、毎週日曜日はフローラの

地下でやってる芸文活動もあります。そういう実際やってる人たちの声なども聞いてみる

必要があると思います。運動部が優先して進んでいるように、子どもの要望も運動部や多

いのはもちろん承知していますが。子どもたちはひとりの人間として、これから生きるの

に運動部の活動だけではないはずですね。ひとりの人間として人間性を探求して行く生き

がいづくりというか、そういう面では、総合的にもっと考えるべきだと思っています。校



長先生言われるように、２年後という期限は一応決めてそこを目指すにしても、期限あり

きで進めていくのは、私は問題が出てくるかなと思います。 

 

（教育長）ありがとうございます。 

 

（委員）部活に関わるのは、新たな地域クラブを作ってやっていくというニュアンスで書

いてある部分がかなりあると感じます。これから活動してくのに、地域クラブ主体にやっ

ていく、その地域クラブとは新たな地域クラブなのか、それとも今現在活動する地域クラ

ブを活用するのか、その辺が見えてこないんですね。地域クラブという扱いを教えてくだ

さい。 

 

（教育長）事務局いかがですか。 

 

（事務局）今おっしゃった地域クラブの捉え方につきましては、もちろん新しいクラブと

いうことも想定しておりますけれども、それだけではなく、既に活動している地域クラ

ブ、そこのところに中学生の受け入れができるかどうか。そういったところを検討してい

ただくには、今日いらっしゃってる皆様方の団体の関係団体、下部組織といいますか、そ

ちらの様子がお分かりだと思いますので、代表の方に来ていただいています。ですので、

皆様の管轄というか、知り合いのそのクラブの方に、この中学校の部活動の受け皿として

の可能性があるかどうかっていうのを聞いていただきたい。そういった思いで、前回、意

向調査ということで表を出させていただきました。ですので、新しいものと、既存のもの

と、2つのことになります。 

 

（教育長）ありがとうございます。 

 

（委員）さっきの話に関連してですが、中学生の部活動の入部希望者で多いのは、全国的

に軽音楽部だそうですね。18歳以下の子ども達にそういう楽器が売れているという話を聞

きます。それだけ変わってきてるということだと思うんですけども、なかなかそういう意

味では、生徒のニーズをつかめていないんだと思います。 

 

（教育長）今の話と関わりますが、例えば平日は部活動でバスケットやっていて、休日は

軽音楽をやりたいという子どもさんもいると思います。今までだと、自分でやっていたけ

ども、今度、上手な人から教えてもらえるようなクラブで積極的にやりたい。それがひと

りの人間としてのいろんな活動をするというか、そういうことが、今までなかなかできな

かったわけです。例えば、バスケット部に入っていれば、土曜日も日曜日もずっと練習で

す。練習しないでギター弾く、なんて言うと顧問から怒られたりとか。そういうことでな

くて、平日はバスケを頑張って、土曜日はギターを楽しむとか、そういったことを選択で

きるような環境を我々大人が、周りの人間がつくっていくということが、この部活動改革

の大きいねらいだと思います。そういった面でいろいろご意見やお知恵を拝借しながら、

より良いものにして、一応期限は決めてありますが、絶対ここまででないとだめだ、あと

は構いませんということではありません。ただ今までいろんなことを考えてきた時に、こ

こまで何とかしようという強い意志がないと、なかなか、進まないので、昨年度は、いろ

んな話の中で、まず令和 7年の秋を目指していくと決めました。子どもたちや保護者の方

のご意見や考えについても、今日２番目の議題になりますけれども、アンケート等を行い

ながら、情報収集に努めようということであり、手立てをとっていく考えです。 

 

（委員）校長として来ています。中体連の会長もしています。部活動に関わっているのは

教員です。部活動改革の推進期間は延びましたが、教員の働き方改革は、待ったなしで



す。これは皆さんご存知だと思います。先日、本校で、期末テストがあって、今、採点作

業をやっています。先生方も主体的に何とか短時間で終わらせて、生徒たちとの時間をつ

くろうとしています。問題の質は変えずに、自動採点のアプリを探してきて、工夫しなが

ら、やっているようでした。あと、部活動の子どもたちの現状も、本校の生徒で学校外で

部活動している子どもが 50人以上です。何もしない子どもは 15～20人だと思います。子

どもたちも変ってきています。この寒河江市の最上位目標が「生徒たちの主体性を育む活

動を支援する」です。でも、子どもたちは外に出て、主体的にやろうとしていてもできな

い。私たち教員もなんとかやろうとしても、もうこれ無理なんです。現に先ほどもありま

したけども、新人戦に向けて子どもたちも部活動の方に入らない子どもが増えてきて、自

分の学校でチームを作れない子どもがいて、それをなんとか支援しようというので、合同

チームを考えています。合同チームは救済措置なので、いつまでも続きません。そうやっ

ていくと、やりたいけどできない。そのためにどうするかということで、ここに学校の教

員、それからいろんな団体の方々、保護者の方々、それを受けて、市教育委員会の方でこ

ういうことができるからという風に話を進めていくのがこの会なんじゃないかなと、私は

理解しています。子どもを中心に据えて考えた時に、子どもは３年しかないので、今動い

ても報われない子どもはいます。実はやりたいけど、そういう子どもを少しでも減らそう

とするために、期間を決めて、3校の校長、本当は部活動大好きな人ばかりなので、なん

とか続けたいという思いはあっても、限られた時間を過ごさなければいけない生徒、それ

から守らなければいけない職員がいるので、ぶれずにやっていこうというふうに決意を改

めております。子どもたちの状況は、もう待ったなしです。だから、どうやったらできる

のかというところに焦点を当てて話し合いたいとい思っています。 

 

（教育長）先ほどもありましたが、例えば強化期間でも、子どもたちが活動できる時間を

確保するために、単純に切っていくんじゃなくて、今、中学校の授業は週 5日のうちで、

4日間は 6時間です。寒河江市としては、今年度５校時で終わる日をなるべく多く設定し

てほしいと時間割の作成とかもお願いしてるわけですが、その強化期間については、部活

動もきちんとできる時間を確保するために、5時間の授業等を増やして、子どもたちの活

動時間も確保し、先生方の時間外も削減しつつ考えられているということです。これをガ

イドラインに載せるかどうかについては、これから話をしている中で、またいろいろ議論

も出てくると思います。寒河江市の中学校としてはこういった方針でまず考えているとい

うこと。それから、西村山の中学校もだんだんと足並みを揃えつつ行くという方向性なの

かなと思いますので、まずは中学校もいろんな工夫をしながらやっているということをご

理解をいただければと思います。 

 

（委員）部活動の事務要請とか方向付けについては、皆さん、共通理解でいいと私は思い

ます。地域移行については、具体的に受け皿とか、具体的にどう進めるとか、今後の進め

方ね、そっちの方に向いた方がいいと思います。学校の働き方改革、教育長のご挨拶であ

りました。過労死の問題とか、もう何十年も前から学校の働き方改革は出ていると思って

います。そこは皆さん異論ないと思います。地域に移行する方向に具体的に話を向けてい

った方がいいと思います。 

 

（教育長）ありがとうございます。本当にそのとおりだと思います。それぞれの競技で、

各芸術団体でいろいろやり方あると思うので、実際にそういったことも出していただける

とありがたいと思います。それでは、まず基本的な考え方は、そういったところで２番目

の体制の整備について。３ページになりますけれども、この辺は学校でなるべく複数顧問

を置いたりとか、部員数が少なくなった場合は、合同の部活動で子どもたちが活動できる

場を確保するということでございますが、何かここについてはあります。 

 



（委員）複数顧問を配置すると活動する先生方の数が足りないのではないかと心配してま

した。 

 

（教育長）単純に考えてしまうと無理な状況もありますが。 

 

（委員）一人の先生が２つの部活を掛け持ちといったことが当然出てくるんだろうと思い

ながら読ませていただきました。 

 

（教育長）これまでも、例えば２つの部で顧問 3人とかで、一人はどちらの部にも関わ

る。単純に１つの部に全く独立した２人っていうのはなかなか難しい部分もあるなという

ところです。他に何かお気づきの点ご意見等ありますか。可能な限り、いろんな工夫をし

ながらということだと思います。それでは、３番目の新たな地域クラブ活動への環境整備

ということで、先ほどありましたコーディネーターの配置、その他、いろいろ具体的なと

ころで関わってくるところだと思いますが、５ページから１０ページまでです。このあた

りでいかがでしょうか。いろいろいろんな点から聞かせていただければと思いますが。 

 

（委員）５ページの受け皿となる団体の把握を行うという。事務局でもう把握されてるか

と思いますが、芸文協の方で、去年の会議にも資料を出して、説明しましたが、現在芸文

協の加盟団体は 44団体ですが、毎年少なくなり、高齢化が進んで指導者も会員も減って

います。それで、この度の部活動改革と別に、団体数をこの先、どう維持していくかとか

について協議しました。芸文活動を維持するために、地域活動の公民館を使って学校に出

前活動などを考えています。でも、文化センター、ハートフルセンター、フローラ、体育

館、大きい施設はお金も掛かります。それで、受け皿として協力する団体がどのぐらいあ

るかアンケート取ったんです。44団体のうち 22団体でした。ちょうど半分です。民俗芸

能、吟詠、日本舞踊、バレエ、琴とか三味線、茶道、華道、書道です。ご紹介まで。 

 

（教育長）ありがとうございます。事務局いかがですか. 

 

（事務局）ここにあります。その受け皿となる団体の把握というのは、去年からの課題で

す。私の方からも昨年どういうふうに把握したらいいかということで、前回の第１回目の

時に資料として一覧表をお渡ししていると思います。これは資料６ですね。これの集約は

9月ないしが 12月と前回申し上げましたが、要はこれを作成して私どもの方に提出してい

ただくことで、受け皿となりうる団体の把握が可能と考えております。ですので、どの団

体が対応する気持ちがあって、どう動くのか、それでここに印がついた団体に対して、私

たち事務局が直接あたって、さらに細かい情報を収集する。欲を言えば、それぞれの傘下

の団体のところにあたっていただき、そういう団体があれば、この会にその情報を持って

きていただき、共有したり、さらに細かく、具体的に何人ぐらい受け入れられて、いつい

つ時間があって、こういうふうな活動ができるという提案までしていただければ、よりこ

の検討委員会が中心的な役割として進めていけるかなと思っております。ですので、この

ガイドラインに書いてあります受け皿となり得る団体の把握は、前回お示した資料の提出

を持って進めていく。もちろん、全部集まる前にどんどん出して頂いても大丈夫ですし、

そういった形で考えておりました。 

 

（委員）これ各団体で実施しましたか。 

 

（事務局）それは第１回で皆さんにお配りしましたので、それで実施をしていただきたい

と思います。 

 



（委員）実施したのね団体は。 

 

（事務局）各団体に対してはといいますか、これを我々から各団体の傘下の団体にお配り

したのではなくて、皆様に関係ある団体の一覧表ですので、皆様の方で情報を収集してい

ただければという意味です。 

 

（委員）これはスポーツ協会もわかっているよね。 

 

（委員）これは、スポーツ協会は前に資料をいただいて、これを今度の 7月常任理事会と

8月に予定している理事会で理事の方々の理解を得ると聞いております。この前、事務局

レベルで話になったのは、ここに、スポーツ協会は 26団体入っていますけど、やはり寒

河江市として、スケートボード、新しいスポーツＢＭＸ、ボルダリングとか、そういった

種目も含めて検討してみようというところです。 

 

（教育長）実際、今年の調査等からボルダリングを外部活動でやってるというお子さんも

います。いろいろ本当に活動の幅が広がっているのだろうと思います。例えばさっき委員

さんの方から、その芸文協の団体で、こういった活動ということを教えていただければ、

それは逆に我々の方から子どもたちの方に示して、例えば、これに興味ある人はここに連

絡するといいみたいな形で、広げていくっていうことをしていきたいなと思っています。

ですから、それぞれの関係の団体さんで、じゃあ一回来て、もう少し詳しく話してほしい

とか、手続きどうするといいというようなことなどもあれば、事務局に言っていただけれ

ば、事務局が出向いて具体的なところのご説明をさせていただきたいと思います。それは

我々としてもありがたいと思いますので。ぜひよろしくお願いします。 

 

（委員）よろしいでしょうか。既存の地域にある芸文協の団体とか、スポーツの団体の

方々の考え方というか捉え方なんですけども。今現在、中学校が行っている部活動のよう

に週何回とか一年間全部受け入れなければならないという思いなのか、それとも、例えば

この時期にこういう活動するから、来ませんかって言う。単発的な受け入れでもいいのか

っていうところの捉えが、もしかしたら違っているのかなっていう気もするんです。今

の、中学校のようにすべてを、一年間全部の活動を受ける受け皿としてなければならない

というのは、これは相当大変なことになるんですが。例えば団体によって、ここでこうい

う事業するから希望する方どうぞと、単発的なものでも案内を出して受け入れる。その受

け入れでもいいとなるのかどうかで違ってくると思うのですが、その辺はいかがですか。 

 

 

（教育長）基本的な考え方として、部活動を地域で引き受けるのではありません。地域で

いろんな活動を子どもたちが選択してできるということです。その活動団体によって、例

えばうちの団体は月 2回、第二土曜日と、第四土曜日の午前中に活動しますよとか、そう

いうことだと思います。毎週土曜日しなきゃいけないとか、スポーツ競技でもそんなこと

はないですし、それぞれで、考えていただいていいということです。去年の最初の頃は、

部活動が学校からなくなるというイメージを持たれていたところもありましたが、そうい

うことではないということです。先ほどコーディネーターについてお話ししましたけど、

事務局としてはコーディネーターについてはどんな考えでしょうか？ 

 

（事務局）コーディネーターについては、学校のことをよく知っている方ということと、

外部とのつながりの様々な関係を持っていらっしゃるということで、案としては、中学校

を退職された校長先生、もしくは学校の先生を基本として考えるのが良いのではないかと

思います。また、逆に社会教育と社会体育に詳しい方、そういう方がいらっしゃったら、



そういった方を軸に考えていくということもいいかと思います。その場合、どこに勤務し

ていただくかということに関しては、まだ教育委員会の中で諮っておりませんので、明言

できないところです。 

 

（委員）私はやっぱりコーディネーターに相当な負担がくると思いますね。ぜひボランテ

ィアでなく、有給制度にしてやって頂く方法で検討していただきたい。もしコーディネー

ターを複数人置く必要があるなら、それは検討していただきたいです。 

 

（教育長）ありがとうございます。当初、今年度、コーディネーターを置きたいと思って

いました。国の方も去年の秋ぐらいは、各市町村にコーディネーターを配置する予算なん

かも計画はされていました。それが途中から変わってしまいました。改革推進期間のこと

などいろいろあって。今年は 4月からは、配置することができなかったわけですけども、

このガイドラインの（１）の絵にも書いてあるように、教育委員会は必要に応じて各調整

を図るために中心的な役割を果たすコーディネーターの配置を検討するということで、例

えば会計年度職員であったりとか、そんな形で全体的なコーディネートする方も、是非配

置していきたいと考えています。ボランティアではなかなか大変だと思いますので、市の

予算等も確保しながらやっていきたいなと考えています。 

 

（委員）それでは５ページですが、一番下の（ク）ですね。学校運営協議会があって、そ

れも活用できないかなと探っているところです。先ほども待ったなし、状況が苦しいとい

う話をさせてもらったことを考えたときに、敷居が高いと、なかなか発足ができない。ま

ずやってみないと分からない。もう初めからがっちり組織がこうだっていうふうに決めて

しまうと、なかなかスポーツ協会さんとか競技団体さんも手をつけづらいのかなと思いま

す。特に指導者となると、人格的にも優れた人が望まれるでしょう。それはすごく大事な

ことですが、スポーツ庁でも言ってるのは、資格取得が重く、実際、15000円とかかかっ

て資格をとらなきゃいけないので、そういうところを少し考えていただくとか、保護者の

方々でも、しっかりした方いますし、そういった方が、部活動改革の考えとか目的をちゃ

んと分かっていれば可能な方はいるのではないかと思います。この保護者の部分を排除し

てしまうと、なかなか進まないのではないかと思います。 

 

（教育長）ありがとうございます。事務局としては保護者会のところを消してあるのはそ

の継続性ということで、一時的な盛り上がりでつくろうということになって、一生懸命や

るけども、子どもさんが卒業されると続かなくなったとか。そういうことがないようにと

いう意味合いだと思います。今委員からあったように、そういった継続的に、きちんとや

っていけるあてがあるならば、それはそれで可能だと思いますし、今後このガイドライン

についても、そうしたことで入れていくとかいうようなことがあってもしかるべきかなと

思います。 

 

（委員）今の保護者の問題で、総合型地域スポーツクラブで幼稚園の子どもと小学生の子

どもの教室をやっています。昨日から幼稚園で始まりました。日曜日に小学生１年生から

６年生まで 40人ぐらいの子どもが参加しています。指導者確保が非常に大変です。スポ

ーツ協会の職員が私達と、それから教員 OB、体育の教員 OBのお 2人にお願いしたりして

ます。その中に保護者の方からも指導できる人で手伝ってもらっているという現状があり

ます。さて、ここに大学生の問題が全然出てきません。昨日山形大学の先生と今後どうす

るかということで相談しました。大学の生徒さんの活用ということも考えていく必要があ

るんじゃないかと思います。仙台大学では、仙台市内の学校、中学校に学生が、部活動指

導員として派遣されているという実態があると聞いております。 

 



（教育長）ありがとうございます。指導者という点で、今おっしゃられたように保護者の

方、それから大学生等も受け入れてというようなところも、ガイドラインにも入れていく

といいのではないかというご意見でした。本当にそうだと思います。実際、これと関わっ

て、寒河江市で少年少女発明クラブというのを去年の秋からやっております。指導者の人

数とかもあるので、最初 15名で去年募集したところ、希望者が多くて 40名になりまし

た。いろいろなつてをたどって指導をお願いしたりして。今年は 4月から募集したら 50

名を超える人数になりました。それで、ぜひ保護者の方にも、ということでお願いしたら

5、6人の方が指導者として入ってくださっています。子どもさんを朝送ってきて、昼頃迎

えに来るならば、そのまま戻らずに、お手伝いをしてくださるということだと思うんで

す。そういった形で、中学生なんかも、たとえば遠いところへ送るなら、指導も手伝って

もらうということは、本当に可能性としてはあることだと思いますし、そういったことも

検討していくというのはとても大事なことかなと思います。ありがとうございます。あと

先ほどハードルを上げると、とありましたが、本当にそのとおりだと思うんですね。た

だ、指導者の資格等についても（４）で話をする予定ですが、県のガイドラインも、資格

があることが望ましい、奨励するとしていますが、資格がないとできないというわけでは

ございませんので、この辺りも考えていく必要があるのかなと思います。６ページあたり

なんですけども、教育委員会としましても、そのなるべくハードルを下げるために、会費

等、保護者負担が少なくて済むようにというところで、この（サ）のところですけども、

例えば、施設使用料の減免とか、活動場所の調整であったりとか。そうしたことで、学校

の施設もより使いやすいように規則を改正したりとか、そんなことで、対応していこうと

思っているところです。さっき委員さんからありましたように、公民館だけじゃなくて、

小学校の体育館を使うときにも、なるべくお金がかからないような形で、例えば音楽室と

か、そういった場所とか、そういったところでも対応していけるようにと考えてこういっ

た記述にしているところでございます。じゃあ、まず進ませていただきます。４．新たに

受け皿となる地域クラブ等の活動というところですが、11ページです。事務局から説明し

てもらっていいですか。 

 

（事務局）新たな受け皿となる地域クラブ。そもそも地域クラブは独立しているものなの

ですが、急に学校外で活動するとなった時に、全然こちらの意図していない展開になって

しまっても困るという危惧があります。現在、学校の方で運用している運動部活動の在り

方に関するガイドラインと文化部活動の在り方に関するガイドラインの学校で使っている

ものを引用していただきながら、地域クラブのほうでも運営をしていただければという思

いで、ここにこういった文言を載せております。それを承認というか、そういう進め方が

いいのか、いや、地域クラブはもう自由にやらせた方がいいのではないか、そういう考え

方もあるかとは思うんですけれども、教育委員会としては、やっぱりある程度のラインと

いうのは記した方がいいのではないかと考えています。 

 

（教育長）今の部活のガイドラインですと、休日の活動はおおむね 3時間程度というよう

なことで、ただ練習試合とかね。そういった時にはもっと時間かかるのは、それはそれで

活動になるということですが。この辺り、いかがでしょうか。 

 

（委員）感覚として民間のクラブですね。例えば、スイミングスクールなどは、信頼して

適切にしてるのだろうという感覚です。体操クラブが新しくできたという情報はあります

か。 

 

（教育長）今特に小学生は体操クラブに通っている感じはありますよね。 

 

（委員）プロスポーツクラブは、前提として違うので、かなり入ってるわけですよね。ワ



イヴァンズとかモンテのユースとか。 

 

（委員）かなりではなく、普通に加入しています。 

 

（委員）適切にやっていると信頼をしているので、ここに触れるようなことはないかと思

います。 

 

（委員）今のことに関連して、実際引っかかったのが、この赤文字のすぐ直後「則って活

動する。」そうなると、寒河江市のガイドラインに則らなければならなくなるんですが、

そのチームによっては勝利を目指すチームを作りたいっていう方も、出てきているという

ようなことも耳にしています。そういうところは、当然練習の時間等も増えるだろうし、

さまざまなことが出てくるとき、市の方針通りにはならないところも出てくるんだろうと

思います。やりすぎっていうのはしないように当然配慮はすると思いますが、それを考え

ると、もしかしてこの表現が「則って」よりは「踏まえて」とかの方がここに載せるには

いいのかなと思って見てます。 

 

（教育長）ありがとうございます。それぞれのクラブで目指すところがあってというとこ

ろでしょうし、そういうことを承知して、それぞれのクラブを子どもたちが自主的に選ぶ

ということでもあります。校長先生からあったように、一律に何時間、一応ガイドライン

では、何時間となってるので、そういったところにこうカチッとはめない方が良いのでは

ないかと思います。これを挙げてるのは、過度の活動にならないようにと中学生の発達段

階に応じていくということなので、委員がおっしゃったように、本当に技術の向上を目指

すところは別なところで、ちゃんとそういった管理は水泳にしろされていると思うので、

そのあたりは信用しながらというようなことでもいいのでないかというご意見だと思いま

す。じゃあ、その辺事務局の方で入れていってください。12ページのところで。この辺は

新しく出来たクラブについてというところで、その先ほどの活動場所とか施設使用料の減

免とか、そういったところも考えていきますので、ということだと思います。次に 14ペ

ージの指導者です。 

 

（委員）その前に支援の中身についてよろしいでしょうか。今、中学校の中体連に関わっ

た大会だけになると思いますが、子どもたちの県大会以上の遠征に対して、市から補助金

が出ています。それのために移動費、バス代とか宿泊費といったものが保護者負担がゼロ

になっています。ある団体の話を聞いた時に、もしうちが中体連に加盟団体として登録し

て、それで県大会、東北大会へと行くとしたら、その引率費用はとてもじゃないけど賄え

ません。ですから、参加するのは難しいと思ってるという話も耳にしたことがあります。

そういったことを考えると、例えば今学校が支出している分については、中体連登録団体

になった場合、中体連の大会に限りですけれど、費用の補助などというのも、支援体制と

して考えるでもいいのではないかなと思うのですが。 

 

（委員）それに関して、ゴルフは県の中体連で加盟していません。全国大会に出ても全然

補助が出ません。東北予選を勝ち抜いたけども、中体連が加盟していないため、全部自己

負担せざるを得ないというふうな状況もあると聞いています。 

 

（教育長）事務局いかがですか。 

 

（事務局）この辺については、中体連の問題で、私の方からは何も言えませんが、検討し

ていく必要があります。ただ、その中体連に加盟する団体になったときに、色々問題があ

って、そこに寒河江市内の子だけであれば比較的問題はないのですが、そこに別の町の中



学生が入った状況だとか、いろいろな絡みがあるのに、負担は寒河江市っていうのは本当

にできるのかどうか、課内でも話したことがあります。具体的な想定が複雑すぎて、まだ

進んでいない状況です。検討はしていきます。 

 

（教育長）これは本当に寒河江市だけの問題じゃなくて、それこそ県の問題であり、全国

の問題だと思うんですね。これから、先生から話があるかもしれないですけど、県大会へ

の出場の仕方がどうなるか。クラブチームってした時に、一つのチームで１つの町村だけ

の子ども達しか認めないとなるのか、それとも例えばこの辺だったらば寒河江市の子と河

北の子と中山の子が一緒にやってるクラブで、例えば剣道クラブなんて言うのが出来て、

認められるのか。チームが勝ち抜いてきた時に県大会、東北大会の旅費とかをどうするか

っていうのはね、本当に全てに関わると思いますので、こちらの方でも県のスポーツ保健

課などへも、考えを確認しながら、またこの会議で情報提供していきたいと思います。そ

れでは、先ほど出た指導者の確保というのは本当に大変難しい問題ではあると思います

が、この 14、15ページあたりでいかがでしょうか。その後の 16ページあたりも関わって

くると思います。中学校や、小学校もそうだと思いますが、教職員がぜひ指導したいとい

う場合には、兼職兼業届を市の教育委員会に提出して、そして認められれば、報酬を受け

取って、休日にクラブの指導者になることは可能です。ただ、その時に注意しなくてはな

らないのは、ぜひやってくださいと圧力がかかって、いやいやながら指導するということ

があってはならないと言われています。その辺のバランスは考えなくてはなりません。 

 

（委員）指導者の確保に関してです。この 14ページの数字の資質の問題も初めてです

ね。どの程度の資格があればいいのかってことで、後の資料４ですね。資料４に指導者の

資格について部活動の受け皿となりうる団体の指導者資格についての受講料が書いてあり

ます。非常に高額です。これらを自己負担全部してこの部活のためにやってほしいという

のは非常に酷だと思います。それぞれの団体で意欲のある人が受講する際に補助を出せな

いのか。そういうことを検討する必要があるんじゃないかと思います。行政ではこういう

部分に対しては出せませんということであれば、民の力を借りてもいいのではないでしょ

うか。 

 

（教育長）ありがとうございます。じゃあ今の答えにも関わるので、事務局の方からこの

4の資格について説明をしてもらっていいですか。 

 

（事務局）資料の 4の方をご覧ください。私の方で探してみた指導者の資格ですが、部活

動の受け皿として、こういう資格があるといいのではないかというあくまで（案）です。

スポーツインストラクター、子ども身体運動発達指導士、スポーツクラブマネージャー、

コーチングアシスタント、あとスタートコース（スポ少用）とスタートコーチ（教員用）

後はそれぞれの各競技種目の公認指導者資格、そして教員免許。このいずれかがあるとス

ムーズなのではないかと考えています。もし他にもこういったものがいいのではないかと

か、ご意見ありましたら是非出していただければと思います。 

 

（委員）昔で言う公認スポーツ指導者。日本スポーツ協会が実施している公認スポーツ指

導者の名簿というのは、寒河江市の資格ある人は全部持ってますか。 

 

（事務局）私は持ってないです。 

 

（委員）持ってない。いわゆる県のスポーツ協会でその指導者協議会というのが団体とし

てあるわけです。問い合わせればすべて分かると思うのですが、一般的に一番取りやすか

ったのは、公認スポーツ指導者、いわゆる昔で日体協公認スポーツ指導者あたりの資格を



保有してもらわないとまずいのではないかと思います。いわゆる 5万円も何万円も資格取

得にかかるということで必要な方には、助成しながら受けてもらいたいわけですよ。少々

お金をかけてもね。指導者の確保は大事にしていかなきゃいけないんじゃないかっていう

意味です。具体的にこれからどうするかということについて、事務局と相談します。 

 

（教育長）ありがとうございます。県のガイドラインでもそういった資格を取得すること

を奨励すると、指導するにあたってやっぱり暴言とかハラスメントとかそういったことが

ないようにっていうことをきちんと勉強して、ぜひ子どもたちの指導なのであたっていた

だきたいということだと思います。そういった中で、お金もかかることなので、先ほどの

企業からの助成も検討をさせていただきたいです。事務局とまた検討させていただければ

と思います。実際、このスタートコーチあたりのところが、普通の指導者としては該当し

やすいところでしょうかね。その辺についてもガイドラインとしましては、こういう資格

がないとダメだというふうなことではなくて。県のガイドラインに倣って、公認資格等の

取得を奨励するというふうなことでよろしいですかね。 

 

（委員）この資格を持った人というのを必須条件にしたら、何も動かなくなるのではない

かという心配があります。できるところからスタートするというスタンスは必要だと思い

ますので、今、教育長さんおっしゃられたような表現にしておいた方がいいのではないか

なという気がします。 

 

（教育長）スポーツだけでなくて文化系だと、ここにある著作権とかそういった事もあり

ますので、そうした研修を市教委主催で実施して、指導してくださる方に参加してもらう

ことも考えていかなきゃならないと事務局と話をしていたところでした。ただ、無いとで

きないものでもないので、なるべくハードルを低くしながらも、子ども達にとって、マイ

ナスにならないような対策をしていくということを考えていかなきゃならないと思いま

す。あと、県の方でもいわゆる指導者リストを作って、活用できればというところもあり

ます。あまり遠くから活動場所に向かうのは、難しいかもしれませんけれども、活用も考

えております。それでは、17ページの会費について、保護者等の負担軽減というところ

で、この辺りいかがでしょうか。保護者の方の立場からいかがでしょうか。 

 

（委員）クラブの会費について、少ないに越したことはないので、こういう記載は必要だ

と思います。 

 

（教育長）保険に入ったりとか、必要なことということで、なるべくかからないようにし

ながらというようなところだと思います。他にいかがですか。 

 

（委員）そうですね。基本的にはかからない方がいいです。ただ今時、無償で指導が提供

出来るのがいいかどうかはまた別なので、適正なものでいいと思います。どこかでみんな

が見て行くような必要があるし、一方、民間の営利的なクラブとかもあるということを考

えれば、あんまりそこに口出しできなくなるというものもあります。ある意味では保護者

が選択の余地、子どもの選択肢の余地、今日の議論も含めてですね、こう情報的に、どの

クラブにどんなインストラクターがいるとか、資格があるとかっていうのがわかりやすく

選べるようになるっていうのが多分望ましいと思います。それが、多分保護者としての要

望だろうと思います。 

 

（教育長）ありがとうございます。事務局その点、よろしくお願いいたします。先ほどの

こととも関わりますが、こういった活動をできるところがあるよって、指導者には、こう

いう人いて、どれくらいの日数や時間活動して、経費はこれぐらいを予定しているとか、



やっぱりそういった情報を適切に提供して行くということで、それは教育委員会の方でま

ずやっていくというようなことだと思います。その辺は、委員会の方でも考えていきたい

と思います。ありがとうございます。 

 

（委員）保護者の心理として、いわゆるスイミングスクールなどであれば、お金がかかっ

てもしょうがないなと思いますが、部活動の延長になると抵抗があるという感じがしま

す。去年までやっていたゴルフ教室は、月の会費が 3000円で、そのうちボール代が 1000

円、指導謝金が 2000円です。１時間練習する中で、子ども達は 1000円分ぐらいのボール

を打ちます。それが月 4回ですね。そんなことを考えると非常に安くしていますが、最近

親がゴルフする人少なくなったのか、子どもたちが集まらず、中止せざるをなくなりまし

た。 

 

（委員）子どもたちが好きな活動を選べるっていう環境ができていくと、どうしてもお金

もそんなにかからない範囲でっていうのが理想なところだと思います。そういったところ

も目指して行く必要があるのかなと思います。それでは、大会等のあり方について、ここ

は先生からも県の中体連の動き等も含めて、お話しいただきたいです。 

 

（委員）県中体連の大会には、今年度から地域クラブが団体種目の県大会に出る予定で

す。種目としてバレーボール、サッカーが県大会から出ています。その県大会の出方につ

いては、各種目の専門部がクラブチーム等の枠を設けています。その枠を取るためにクラ

ブチーム同士で大会を作って、それで選考しています。今いったのは団体スポーツです

が、個人については、これまで同様に水泳とか、陸上。水泳は山形市内のクラブチームが

中体連のその規定をクリアして出ていますが、寒河江市内、西村山地区内の２つのスイミ

ングは申請をしていないので、県大会の方にはクラブから出ません。基本的に各学校に部

活動が無い子どもたちが中体連の大会には出られません。移行措置として、今年度は各学

校で引率をつけて陸上の大会、水泳の大会の方に出しています。それが先日行われた地区

大会となります。 

今後はそういった中体連の規定をクリアした団体がどんどんでてくれば、クラブ等のチ

ームの枠を増やさなければいけないというような問題も出てくるかもしれません。今年は

団体は県大会からですけれども、今後、先ほど申し上げたように、西村山地区内の中学生

だけで組織されている団体種目が地区大会に出る可能性もあります。ただ、複数地区を跨

いでとかいうふうなことになった時にはなかなか難しいです。ですが、これも全国的な流

れとしては認めていく方向にあるようです。今困っているのが、県を跨いでのチームが出

ています。そうなった時にいろんなことがあって、例えば山形県で大会が終わって宮城県

の大会がある時に、山形県の方で負けたから、他県の予選にも出場して、やっていこうと

いうようなことを実際に行おうとしている人もいるそうです。それは今の段階では認めら

れないのですが、県レベルでは、跨いででることも他県では認めていくような流れです。

ただ、そうなった時にどこの地区から予選に出るのかが大きな問題です。いきなりプロの

下部チームが西村山郡からでるとなったら、誰も歓迎はしません。そうならないように、

県レベルの大会では、結構敷居を高くしているようです。今後こういうようなチームが出

てきたときにどうするか、それから外部のクラブ団体が増えて、各中学校の部活動生徒が

減っていくといなったらどうするか。県中体連では指数で計算をして、地区の県大会の枠

を決めているんですけども、部活動がどんどん減っていくと、地区の枠数も減る可能性も

出てくる。今現在は、ほとんどの専門部の方では専門部枠というものがあって、その専門

部枠をクラブの方にあげようという動きがあります。部活動数が減って、指数計算をして

いくと少し難しくなるという心配もあるようです。 

 

（教育長）ありがとうございます。なかなか複雑でよくわからないところもいっぱいあり



ますが、来年の春の大会から、例えば西村山地区総体にクラブチームとしてでることもあ

り得ますか。 

 

（委員）今年度に限り、クラブの申請が春と秋 2回行われるので、いきなり来年度の総体

に向けて枠ができてクラブチームができるので、枠を作らなければいけないという専門部

も現れる可能性はあります。 

 

（教育長）それは例えば、中学単位で出るチームは、その枠。クラブチームはクラブチー

ムの枠を別に。地区大会だとだいたい１チームとかが多いわけですけど。 

 

（委員）現実問題として地区の中で、生徒数が決まっていて、例えば陵東中学校でバスケ

部があって、でも寒河江市の生徒でも、別なチームを作って出ようって時には、この西村

地区内の予選会に出る必要が出てくるわけです。その時にはチーム数が増えたり、もしく

はそのことによって合同チームになる中学校がでてきて、でも、中学校の数は変わらない

ってこともいろんなことが考えられています。 

 

（教育長）それは今後、各競技ごとに決まっていきますか。 

 

（委員）県のレベルは競技ごとなので、やっぱり地区でもそれは競技ごとに任されると思

います。結局は地区中体連に任せるというふうな状況だそうです。 

 

（教育長）今の件について、まだなかなか決まってない部分が多いということですね。 

 

（委員）合同チームについても、なかなか決まってないところもあるので。 

 

（委員）それ以外で、今に関わって、県中文連の動きとかはどういうふうになってます

か。例えば吹奏楽コンクールとかどういう風に地域移行に関わって、そういった情報など

教えてください。 

 

（委員）情報はできていません。まだ中文連については合同チームということもできてい

ませんので。そこからまた一つ階段が上がった地区でのことも、楽器とかも高額なので、

決まっていないことが多いです。 

 

（教育長）全国の吹奏楽大会は、クラブチームというか、学校単位でないチームの出場も

認めるということですが、そこに行くための予選である地区や県の大会のあり方ってなか

なかまだ決まってないという状況です。中学生も 4月の段階でクラブから出るか、学校単

位ででるか選ばなくちゃならないというようなこともありますし、なかなか難しいです。 

 

（委員）今回もあったのが、子どもたちは自分が所属している外部の団体で出ようとして

いた。でも、あなたの団体は中体連の規定する加盟団体にはまだ入っていませんよ。だか

ら、そういう子どもが実際出てきていたので、それでは活動の場が保証されないからとい

うことで、各学校でじゃあ部活動には、入ってないんだけども、その子どもについても地

区大会の引率をしようと対応をしました。 

 

（教育長）学校の方では、子どもたちの活動の場を確保するということで、いろんな対応

をしてくださっていると思います。また、来年度に向けては、今後、各競技団体を中心に

どういう仕組みでやっていくかっていうのが決まって行くというような状況ですね。 

 



（委員）前向きにスイミングの方も、来年度に向けて加盟して行く、陸上についても加盟

を考えていくというふうに言っていただいているので、まずは中体連の大会に入っている

水泳や陸上については、少しは見通しがついてきて、ただ各競技団体についてはやっぱり

皆さんご承知の通り、なかなか進めないです。大会のことを考えると、なかなか作れない

ですが、今、私たちが言ってるのは、大会に出るための活動の場じゃなくて、子どもたち

の活動の場をまずは土日に確保していこうということですので、大会に出るための練習と

競技力向上はその後です。 

 

（教育長）今とても大事なポイントだと思います。我々はあくまでもいわゆる生涯スポー

ツであったり、生涯芸術活動であったり、子ども達が主体的に休みの日にも、こういうこ

とをしたいということをできる環境を作るということでしたので、ただ、中体連はどうな

るのだろうというのが、部活動改革の話をすると必ず出てくることなので、今出していた

だきましたけども、基本そういったところを踏まえながら、両方考えていくということだ

と思います。 

 

（委員）ある例ですが、学校にも部活がある競技で、わりといろんな受け皿があって、そ

ういうところで活動している人たちもいる競技です。その中で、登録団体として中体連大

会に出るレベルにはなってない団体がたくさんあります。子ども達はそういうところで活

動している子もいるのですが、こっちのクラブでは大会に行けないので、学校のチームの

方で大会に出してほしいという要望があった事例がありました。これに対して学校のスタ

ンスとしては、こういう対応しか取れないかなと考えています、例えばこれが個人競技だ

ったらそこで入ってきてっていうのもあるんでしょうけども、団体競技ですので、チーム

ワーク、仲間との連携というか、この練習を普段していない子どもが、大会の時だけ来て

も、学校としてそのチームに入れるのは難しいだろう。だから、学校の部活とクラブと両

方に加盟しているとしても、その学校の練習の中で連携を一緒に練習しているのであれ

ば、これは当然参加できるけども、そうでなく、大会の時しか来ないというような状況で

あれば、そこに、選手として登録していくのは難しいと思います。そういう返答を保護者

の方も本人の方にもしているという状況があります。 

 

（教育長）今は過渡期なので、いろんなことが出てくる可能性があると思います。それで

は、このガイドラインにつきまして、何点かすごく大事な点もいろいろ出していただきま

した。これからの第 3回目の会議でも、出していただきたいと思いますので、また見てい

ただいて、やっぱりこういうところもこうしたほうがっていうことを次の会議等でお話い

ただければ大変ありがたいなと思います。それでは、このガイドラインの検討に当たりま

して、協議の（４）（５）は終わりましたので、時間過ぎて申し訳ないんですが、（２）

のアンケートについて事務局からお願いいたします。 

 

（事務局）アンケートをご覧ください。先ほど委員からありました保護者や子どもたちは

どういう風に思ってるのかを知りたいというのは、昨年度からもいわれておりました。そ

ういったことで、今回アンケートをとることによって、子どもたちの考え、保護者の考え

が少し見えることができるのではないかなというふうに考えております。まず最初のアン

ケートにつきましては、小 6の児童用と中１中 2の生徒用、そして保護者用という形にな

っています。児童用と中 1中 2の生徒用に関しましては、内容については入部の希望調

査、そしてどんな形で部活に参加して行くか、部活動に入るのか、地域クラブに入るの

か、目的、休日活動するとしたらどれぐらいの時間が適当か、あとは休日に参加したいク

ラブがあれば、２つまで選んでくださいとしました。この結果が出てくることによって、

地域クラブの関係団体の皆さんがこういうニーズがあるのかということが把握できると考

えております。生徒用も同じです。次、保護者用の３番目の所になりますけれども、こち



らに関してはまず、中学校で休日に部活動をしないことについてを聞いて、その後、お子

さんがどういうふうな参加形態になるのか、そして親の思いあとは活動時間、そしてお金

のところですね。経費はどれぐらいだと適当なのか、あとは心配なことというのも書いて

もらうようにします。そして保護者目線から見たお子さんにさせたいスポーツ２つ。最後

にその他、部活動改革についての意見を聞くということで、これができてくれば、皆さん

にさまざまな情報提供できるのではないかなと考えています。期間としては 7月下旬、今

回これを承認していただいた 7月下旬から 8月の下旬の一か月間で取っていきます。児童

と生徒の方は Formsというものから QRコードを読み取って教室で行っていく予定です。

個別回答というのが、本来アンケートの趣旨でしょうけども、それをしてしまうと肝心な

標本数が確保できないと思ったので、教室で行うことにします。保護者の方へは学年を指

定して送ることができるさくら連絡網でこのアンケート調査を送る予定でございます。調

査結果につきましては、9月の第 3回の検討委員会で皆さんにお示ししたのちにホームペ

ージで公開するというふうな流れになっております。いかがでしょうか。 

 

（教育長）それではアンケートについてありましたけれども、いかがでしょうか。内容等

についてどうぞ。 

 

（委員）児童用の④。あなたが休日の地域クラブ活動に参加したい目的を２つ選べとあり

ますが、体力や技術を向上させたいとは、運動活動ですね。文化活動の表現が無いような

気がするんですが。④文化的なそういう文言もいれていただいて、そういうのが一つあっ

たほうがいいと思います。それから⑥種目がありますが、受け皿という問題で、これだけ

でいいのか、その他があったらいいと思いますが、もっといっぱい書いた方が良いのかど

うか、そこらへんですね。保護者用のところで最後の⑨。お子さんにさせたいスポーツで

はなくクラブじゃないですかね。以上です。 

 

（教育長）ありがとうございます。それでは、今あった点を修正しながらということで、

事務局の方に文言については、先ほどいった文化的な活動等を入れるっていうようなこと

も含めて、任せて頂いてよろしいですか。 

 

（委員）気になったのは⑥でした。保護者のアンケートの方には、現在の中学校にはない

活動ですが、と但し書きであります。子どもたちには、この選択肢の全てが、参加可能な

クラブであり、ここに参加できるものなのかなという思いになると思います。だから、こ

の中には、子どもたちの受け皿となっていないものがあります。勘違いがないような但し

書きが必要ではないでしょうか。 

 

（教育長）例えばどんな但し書きですか。 

 

（委員）例えばですね、クラブとして今すぐ入れるかどうかはわかりませんが、やってみ

たいものという表現にする必要はないのでしょうか。 

 

（事務局）やってみたいとかそういう表現の方が。 

 

（委員）休日に参加したいクラブがあれば２つまで選んでくださいって言われると、こん

なにやれるものがあると子ども達は思って中学校に進学する。 

 

（委員）種目で言うと、例えば、去年の市スポーツ協会はボルダリングの講習会を実施し

ています。結構参加者もいる。でも、ここには入っていません。そういう市スポーツ協会

の意図があって、ボルダリングの講習会をやったんだろうと思いますが、このあたりの連



携なんかも含めて考えてほしいです。実際やってる子どももいますから。 

 

（教育長）例えば、実際にボルダリングなどもやってる子どもさんもいます。そういった

競技は、この選択肢の中に入れるとか。あとは、その他のところでは対応できるみたいな

感じでいいですかね。あと、但し書きどうしますか。なかなか微妙なところであります

が、それじゃ、委員と事務局とで後で検討させてもらって、 

 

（委員）その他があるからいいやってことですが、具体的な名前がある方がいいと思いま

す。 

 

（教育長）その辺ちょっと検討させていただきながら、あげさせていただきたいと思いま

す。じゃあ基本よろしいですか。このアンケートこういった形で、ありがとうございま

す。それは最後になりますが、（３）周知の方法について、事務局からお願いします。 

 

（事務局）資料３をご覧ください。これまで周知の方法としまして説明会、市報、そして

ホームページということで行ってきました。説明会につきましては、ぜひ関係団体の皆さ

まには、この部活動改革の意図をお話ししたいので、説明の機会を設けていただきたいと

思います。あと、市内小学校の保護者の方への説明については、今後、小学校長と打ち合

わせをして、対象や日時とそういったことを調整して、この日程を入れていきたいと考え

ております。市報については 3月 20日号において、市部活動改革の方針決定ということ

で、これが表紙の時に中に載せさせていただいております。随時、これからも市報を使っ

ての情報提供をしていこうと考えております。特にこういったところを強調して出した方

がいいのではないかということがありましたら、是非ご意見いただければと思います。あ

とはホームページについて、5月 31日の第１回検討委員会、それぞれ以前の部活動改革に

関する事項を掲載しておりますので、この QRコード読み込んでいただくと確認すること

ができます。今後 7月のところについて、時期についての予定としては、教員用の部活動

改革の説明と、中学校保護者用の部活動改革の説明をこのように計画しております。繰り

返しますが、関係団体の皆様に説明の機会を設けていただくと大変ありがたいです。以上

です。 

 

（教育長）いかがでしょうか。まず小中学校の保護者の方には、集まる機会を通じて、ま

た説明させていただくということで、あとは競技団体、文化団体の方では、例えばこうい

う風に集まるから、ぜひ来て説明してほしいという情報を頂けるとこちらから行って説明

させていただきますということでよろしいでしょうか。ぜひ積極的に声かけしていただけ

ると、事務局としてもありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは

その他について何かございますか。今日の議題以外でお願いします。 

 

（委員）私スポーツ推進委員会の代表として参加させていただいております。スポーツ推

進委員とは、教育委員会から委嘱を受けまして、非常勤公務員という形で、活動させてい

ただいております。主な活動は、スポーツ少年団には行ってない子どもたち或いは、スポ

ーツの部活に入ってない子どもたち、高齢者に対する出前教室という形で持ってスポーツ

を楽しんでいただきながら、スポーツを推進するという役割を持っております。そのスポ

ーツ推進委位の大会が県大会、東北大会、全国大会とありますが、6月に山形県のスポー

ツ推進委員会研究大会が長井市で行われました。その時に初めての試みで研究大会の中

で、スポーツの基礎的な講座を教養的な講座を設けて、その資格の足しにするということ

はできないものかということを踏まえて研究大会を行いました。その結果、関係する全て

の教育長、それから市町村について了解も得て、今回は東海大学のスポーツ関係の教授、

それから置賜総合病院の医療関係の先生からその筋肉の作り方とか、そういったスポーツ



のあり方について推進の在り方について研修を受けました。推進委員が目指す方向性を明

らかにし、研究大会に持っていくという段取りに進む方向が変わってきました。先ほどあ

りました団体への説明会については、スポーツ推進委員会についても場を設けますので、

ぜひ、説明をやってほしいと思ったところです。私は、寒河江地区体育協会の会長という

立場にありますが、現在、自治会の方での、スポーツイベントについては、ほとんど参加

しないというような方向で自治会を危ぶむというような状況におかれています。ある公民

館で運動会をしようということでやったところ、東公民館だったんですけれども、東公民

館では 14、5の町会がありますが、今回は８つの町会が参加してくれました。ところが、

ある公民館では、なんでそんなことしなくちゃなんないんだ、参加したくないというよう

な意見があったそうで、中止ということになっています。そういう状況の中で、この部活

動の任意参加というのが、どの程度認められるのかと非常に不安になってるところであり

ます。地区体育協会の中でいろんな競技、ソフトボールと野球とバレーボールやってるん

ですけども、その中で構成メンバーの条件を全部取り払いました。最初は部活をやってい

る人はだめとか、そういうことがあったんですけども、それを取り払いまして、すべてオ

ープンという形でやったところ、高校生はいなかったんですけど、中学生、それから男性

もほとんど参加して頂きまして、これだけスポーツやりたい人は地域の中にいるんだなと

いうことを再確認したところでありました。このような取り組みを、すべての地区でやっ

ていきたいと思いますし、同時に、スポーツ推進委員という立場の中でも、そういう状況

を見据えた上で、スポーツを推進していきたいと言うことを皆さんの方にメンバーの方に

も言い伝えながら取り組みをしているところでございます。よろしくお願いします。 

 

（教育長）ありがとうございます。ぜひこちらから出かけていって、説明させていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。それではよろしいでしょうか。協議につい

ては以上としたいと思います。すみません、時間が延びてしまいました。大変申し訳あり

ません。 

 

（事務局）ありがとうございます。すみません。時間が延びている中ですけれども、4の

その他で資料の方を紹介させて頂きます。番号ないのですが、資料の５というものがあり

まして、なぜこれをつけているかといいますと、前回の時に事例とか、先進的なものとか

ないかというふうなことでご意見いただきましたので、この資料を載せております。スポ

ーツ庁からだされている資料ですので、ホームページを見ていただくと探すことができる

かと思います。最初のところから見ていきますと、それぞれそのこの部活動改革の主とな

るのがどこかというふうなところで、一枚目のところは、これは市町村ですね。つぎは、

市町村が作った任意団体の形。その次が、競技団体が作った運営したいというふうなこと

で、様々こう運営主体が変わってでもできるんだということが示されています。右下の 17

というところでご覧ください。これは実践事例になります。岡山県の事例ですけれども、

教育委員会が主となって検討協議会を設置して進めていった活動の例です。その隣、これ

は、実際にこの教育委員会の方で、学校の部活動と地域指導者の話を聞いてマッチングさ

せてた事例です。続いて大分県の例で言いますと、総合型地域クラブが受け皿となって、

その中に部活をつくっていく。具体例でいうとテニスについては月 3000円を徴収してや

っていくなんてことも書いてあります。後はその隣の所は、今度は市スポーツ協会が実際

にクラブを作って部活動をしているということで、事例として紹介させていただきます。

続いて資料７です。これも前回ありました活動指導員についてどういったものだというふ

うなことで、ここにあるように部活動指導員の職務についても書いてあります。資格につ

いては特に定められていないという状況です。ただ、これにしても勤務状態というか、雇

用形態が特殊なので、なかなか人を募るというのが難しいという状況であります。文部科

学省の方で出している部活動指導員の制度化についての説明です。最後、資料８の方をご

覧ください。保険について調べてみました。３つをご紹介します。一番左のところは、日



本スポーツ振興センターと言いまして、学校管理下と通学を補償している保険です。その

隣、スポーツ安全協会の保険です。これに関しては、スポーツ少年団とか様々なスポーツ

関係団体で入ってるものです。あとは民間のところから一つ楽天スポーツ保険というもの

を持ってきました。これは補償がこのような形になっています。で比べてみてわかると思

いますけれども、最初の２つはとても安価ですが。楽天スポーツのような民間のところだ

ととても高いということと、補償の金額も全然変わってきています。スポーツ安全協会の

ものに関しましては、日本スポーツ振興センターという学校の管理下のものと、なるべく

合わせるようにということで、金額を以前よりも今年度から上げているように、部活動の

受け皿となるクラブのためにということで調整をかけていると言うことを聞いてきまし

た。資料についての紹介は以上となります。 

では、最後、事務連絡になります。本日の会議の出席者謝金については後日振り込みを

させていただきます。少しお時間いただきますので、よろしくお願いします。次回の会議

は 9月 27日(水)、同じくここで開催いたします。案内文書は後日お送りします。そして

最後にこちらのチラシですけども、寒河江市教育委員会の方では学校再編をしておりま

す。7月 29日土曜日に寒河江市市民文化会館でこの学校再編に関するみんなで作るみんな

の学校という基調講演をおこないます。東洋大学名誉教授の長澤悟先生をお迎えしての開

催となります。ぜひ。様々な方にお声をかけていただければというふうに思います。では

長くなりましたが、以上をもちまして。第 2回寒河江市中学校部活動改革検討委員会を終

了。させていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 


